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よこはま防災力向上マンション認定制度 
 
「よこはま防災力向上マンション認定制度」とは 
災害に強いマンションの形成と周辺地域を含めた防災力の向上を図るため、防災対策を実施してい

るマンションを「よこはま防災力向上マンション」として横浜市が認定します。 

 

■ハード対策とソフト対策でそれぞれ認定を取得することができます。 

防災対策を実施しているマンションのうち、防災活動などのソフト対策を実施しているマンションを

「ソフト認定」、建物全体の対策を実施しているマンションを「ハード認定」としてそれぞれ認定しま

す。地域との連携が図られているマンションは更にそれぞれ「ソフト+（プラス） 認定」「ハード+(ラ

ス）)認定」として認定します。 

 

■新築・既存、分譲・賃貸に関わらず、すべてのマンションプ共同住宅 を認定対象とします。 

 

■認定を取得したマンションには、エントスン）等に掲示できる認定証を 

交付します。また、認定内容などについて、こちらのホームページで公 

表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（横浜市ホームページ抜粋） 
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マンション防災アドバイザー派遣 
認定を目指すマンションに、マンションの防災対策に関する知識と経験を持つ専門家団体等プマン

ション防災アドバイザー を市より派遣します。防災対策の状況をお聞きした上で、防災マニュア

ルの検討などマンション住民の方が主体となって取り組む防災活動について指導・助言を行います。 

概要 

• 市に登録されたマンション防災アドバイザーを管理組合等に派遣します。 

• 派遣に要する費用は全額市の負担 

• 原則上限５回/年度プ１回につき３時間 、通算２年度。 

支援内容 

 次のよこはま防災力向上マンション認定基準に関わる内容について指導・助言を行います。 

 具体的に支援を希望する内容が指導・助言対象になるかは個別にお問合せください。 

1. 防災組織 （2.（防災マニュアル（（ （3.（防災訓練（ （ （ （4.（飲料水等の備蓄や防災資機材の備え 

5.（地域との協力体制や防災訓練（（ （6.（マンションの浸水対策（（  

7.（その他市長がこれらに類するものとして認める活動 

 

（容積率緩和  
本制度のハード＋プラス） 認定を受けた建築物で、地域の防災力向上に資する施設を設ける場合

に、容積率を緩和する許可制度があります。（プ横浜市市街地環境設計制度、建築基準法第 52 条第 14 項第

１号に基づく許可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よこはま防災力向上マンション認定一覧 プ2022.12 から 1年間の 5次の認定でで 35箇所 

2023.12 の 

 

令和 5 年 8 月 25 日、4 年

12 月 26 日、9 月 22 日の

3次の認定一覧は省略。 

 

印 の 2 事例を次ページ

で紹介。 
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＜他市の事例＞ 杜の都防災力向上マンション認定制度(仙台市)  

岡山市防災力向上マンション認定制度  大阪市防災力強化マンション認定制度 

 


